
令和8年4月14日 から

令和8年5月13日 まで

（1か月）

令和8年4月28日 から
令和8年5月11日 まで

（２週間）

令和8年5月12日 から
令和8年7月11日 まで

（２か月）

－名古屋市中区錦２－３－４株式会社東光高岳　中
部支社

3 　愛知県尾張水道事務所発注の「尾張西部浄水場送水ポ
ンプ電気設備等修繕工事」の見積り合わせにおいて、令
和８年４月２３日に株式会社東光高岳を落札者として決
定したところ、令和８年４月２７日に、見積金額を誤っ
たとして同社が契約を辞退したものである。
　このことは、不正又は不誠実な行為にあたり、工事等
の契約の相手方として不適当であると判断し、株式会社
東光高岳に対して指名停止を行う。

要領第４条第１項
（別表第３－７）

名古屋市内
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2 八神建築株式会社 名古屋市東区矢田５－８－２９ 要領第４条第１項
（別表第１－７）

　名古屋市住宅都市局の発注した「厚生院病院棟等外壁
改修工事（週休２日）」（令和７年７月２日契約）の作
業現場において、安全管理の措置が不適切であったた
め、令和８年２月１７日に作業員が負傷する工事関係者
事故を生じさせたことによる。
　したがって、契約の相手方として不適当であると判断
し指名停止を行う。

－要領第４条第１項
（別表第３－７）

　株式会社大林組は、同社が代表構成員を務める共同企
業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩(こま)トンネル
新設（東工区）ほか」において、令和６年１０月４日に
発生した労働災害に関し、所轄の労働基準監督署に事実
と異なる説明を行っていたとして、令和８年３月２４日
付けで同社及び同社社員２名が鰍沢(かじかざわ)簡易裁
判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金２０万
円の略式命令を受けた。
　このため、契約の相手方として不適当であると判断
し、株式会社大林組名古屋支店に対し指名停止を行う。

1 株式会社大林組　名古
屋支店

名古屋市東区東桜１－１０－１９
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4 スバル興業株式会社
名古屋支店

名古屋市港区小割通１－４
令和8年5月12日 から

令和8年11月25日 まで
（６.５か月）

5 日本ハイウエイ・サービ
ス株式会社　名古屋支
店

名古屋市千種区内山３ー２６ー２

要領第４条第１項
（別表第３－１）及
び第６条第３項

　公正取引委員会は、首都高速道路株式会社が発注する
特定道路清掃業務において、独占禁止法第３条（不当な
取引制限の禁止）の規定に違反する行為を行っていたと
して、令和８年４月２２日、スバル興業株式会社始め違
反事業者４者を公表するとともに排除措置命令及び課徴
金納付命令を行った。
　したがって、違反事業者４者のうち、本組合の入札参
加資格を有するスバル興業株式会社名古屋支店及び日本
ハイウエイ・サービス株式会社名古屋支店の２者に対
し、契約の相手方として不適当であると判断し指名停止
を行う。

－


